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宮津市環境基本計画の策定(中間報告)について 
 

１ 宮津市環境基本計画とは 

 

○本計画は、脱炭素社会の構築、自然環境の保全、ごみの減量・資源化、生活環境の保全を柱とし

て、市の環境行政の基本的な指針とすること、また、市民・事業者・行政が協働して環境保全に取

り組むための行動指針とすることを目的として策定するものです。 

 

２ 策定の背景 

 

○本市では、平成 1２年に｢第１期宮津市地球温暖化防止計画｣を策定し、以後、「宮津市地域新エ

ネルギービジョン（H20）」「宮津市バイオマスタウン構想（H22）」「第２期宮津市地球温暖化防

止計画（H25）」を本市環境施策の指針として策定してきました。 

○今回、「第２期宮津市地球温暖化防止計画」の計画期間が終了することから、「第７次宮津市総合

計画」を踏まえ、これまでの各種計画を包括することにより、単一の環境課題のみへの対応ではな

く、地域の抱える複合的な環境課題に取り組む計画として策定を進めています。 

 

３ 計画期間と位置づけ 

 

（１）計画期間  令和３（2021）年度 ～ 令和12（2030）年度 

（２）位置づけ 

 
 

４ 計画の基本目標 

 

〇将来像［人と未来に自然がめぐる豊かなまち］（案）・・などを検討中！ 

 ① 脱炭素社会が実現しています ～脱炭素社会の構築～ 

 ② 豊かな自然環境が守られています ～自然環境の保全～ 

 ③ 資源循環を基調とした社会に転換しています ～ごみの減量・資源化～ 

 ④ 良好な生活環境が守られています ～生活環境の保全～ 

 

 

上位計画

第７次宮津市総合計画

宮津市環境基本計画
（第３期宮津市地球温暖化防止計画を含む）

計画期間：R3～R12（10年間）

第２期宮津市地球温暖化防止計画

宮津市新エネルギービジョン

宮津市バイオマスタウン構想

既存計画の検証

京都府環境基本計画

（令和2年12月策定）

即する

地球温暖化対策の

推進に関する法律

（第19条）

地球温暖化防止計画の

策定努力義務



 

５ 経過と報告 

｢宮津市環境基本計画策定委員会｣の開催 (委員７名 全３回開催予定) 

○第１回 （R2.10.８） 

概  要 
・宮津市環境全般に係る現状と課題について 

・過去に策定した計画の検証 

主な意見 

・環境分野は市民一人ひとりの行動の積み上げが重要。 

・「環境」単独で考えるのではなく、「経済」を結びつけて考えるべき。 

・SDGｓについても、触れて欲しい。 

○第２回 （R3.2.18） 

概  要 
・宮津市環境基本計画の基本事項について 

・基本施策と目標及び推進体制について 

主な意見 

・ごみの排出量については、家庭と事業者で分けて目標の設定ができれば。 

・将来像について、全国的一律なビジョンとの印象。もう少し宮津らしい打ち出

しができれば。 

・本計画の策定後、具体の取り組みを進める段階では、市民にその内容を考えて

もらえるような推進体制としてはどうか。 

 

６ 今後の予定 

 (1) パブリックコメントの実施 

  R3.6から約１ヶ月間、パブリックコメントの募集を行います。 

 

(2) 宮津市環境基本計画(案)の作成 

 

(３) ｢宮津市環境基本計画策定委員会｣の開催 

○第３回 （R3.7を予定） 

概  要 
・パブリックコメントの反映について 

・まとめ 

 

 (４) 「宮津市環境基本計画」の策定 

  R3.８を予定 

 

 


